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六
年
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月
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日

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
二
十
六
号

　

宮
城
県
薬
物
の
濫
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Ｒ
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Ｒ
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］［
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Ｓ
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Ｓ
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］［
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塩
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項
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定
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り
、
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損
害
等
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二
十
七
年
法
律
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八
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条
第
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項
の
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定
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る
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事
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届
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あ
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同
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五
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第
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項
の
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定
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よ
り
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と
お
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該
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台
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福
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市
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司

仙
台
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加
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城
県
漁
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仙
台
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仙
台
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目
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一
丁
目

二
十
番
地
五

�

秋
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十
九
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水
面
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立
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年
法
律
第
五
十
七
号
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二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
有
水
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立
て
に
つ
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て
次
の
と
お
り
し
ゅ
ん
功
認
可
し
た
。

　
　

令
和
六
年
八
月
十
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

し
ゅ
ん
功
認
可
年
月
日

　
　

令
和
六
年
八
月
六
日

二　

し
ゅ
ん
功
認
可
を
受
け
た
者
の
名
称

　
　

第
二
種
磯
崎
漁
港
管
理
者　

宮
城
県

三　

埋
立
区
域

　

１　

位　

置

　
　
　

第
二
種
磯
崎
漁
港
区
域
内

　
　

�　

宮
城
県
宮
城
郡
松
島
町
磯
崎
字
長
田
八
十
六
番
、
八
十
五
番
、
九
十
番
、
同
字
鷺
島
一
番
、
同
字
磯
崎
百
三
十

番
、
百
五
番
十
六
、
百
三
十
一
番
、
百
三
十
二
番
、
同
字
浜
四
十
九
番
、
高
城
字
浜
四
十
七
番
、
一
番
六
十
七
、

一
番
二
、
一
番
六
十
三
、
一
番
六
十
四
、
三
十
九
番
地
先
公
有
水
面
。

　

２　

区　

域

　
　

�　

次
の
各
地
点
を
順
次
に
直
線
で
結
ん
だ
線
及
び
い
の
地
点
と
コ
の
地
点
と
を
直
線
で
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ

た
区
域
。

　
　

�　

た
だ
し
、
松
島
町
埋
立
分
｛
次
の
各
地
点
を
順
次
に
直
線
で
結
ん
だ
線
及
び
コ
の
地
点
と
ソ
の
地
点
と
を
直
線

で
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域
。

　
　
　

い�　

基
点　

宮
城
県
宮
城
郡
松
島
町
磯
崎
字
磯
崎
百
三
十
番
（
北
緯
三
八
度
二
二
分
四
〇
・
〇
〇
〇
三
秒
、
東

経
一
四
一
度
〇
四
分
三
八
・
七
五
六
九
秒
、
以
下
Ａ
地
点
と
い
う
。）
か
ら
一
四
四
度
四
〇
分
〇
二
秒
、
三

二
二
・
三
九
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

コ　

Ａ
の
地
点
か
ら
一
七
〇
度
五
二
分
一
三
秒　

二
一
五
・
〇
五
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

サ　

Ａ
の
地
点
か
ら
一
七
〇
度
二
四
分
四
八
秒　

二
二
〇
・
五
六
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

シ　

Ａ
の
地
点
か
ら
一
七
五
度
四
〇
分
二
三
秒　

二
六
七
・
六
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

ス　

Ａ
の
地
点
か
ら
一
九
九
度
三
五
分
五
〇
秒　

二
四
六
・
八
五
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点
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セ　

Ａ
の
地
点
か
ら
一
九
九
度
五
四
分
一
五
秒　

一
九
六
・
八
六
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ソ　

Ａ
の
地
点
か
ら
一
九
七
度
五
四
分
〇
四
秒　

一
九
〇
・
七
〇
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点
｝
を
除
く

い　

Ａ
の
地
点
か
ら
一
四
四
度
四
〇
分
〇
二
秒　

三
二
二
・
三
九
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

お　

Ａ
の
地
点
か
ら
一
四
四
度
三
九
分
二
一
秒　

三
二
二
・
四
八
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

か　

Ａ
の
地
点
か
ら
一
五
三
度
一
九
分
三
五
秒　

三
六
七
・
四
四
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

き　

Ａ
の
地
点
か
ら
一
五
三
度
四
三
分
一
二
秒　

三
六
九
・
八
三
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

く　

Ａ
の
地
点
か
ら
一
五
六
度
〇
三
分
五
七
秒　

三
五
五
・
七
一
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

け　

Ａ
の
地
点
か
ら
一
五
五
度
四
五
分
五
〇
秒　

三
五
三
・
六
七
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

こ　

Ａ
の
地
点
か
ら
二
一
五
度
二
八
分
一
一
秒　

二
七
二
・
二
一
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

さ　

Ａ
の
地
点
か
ら
二
二
六
度
二
一
分
二
七
秒　

二
五
一
・
五
一
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

し　

Ａ
の
地
点
か
ら
二
四
一
度
三
一
分
五
一
秒　

一
七
二
・
四
〇
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

す　

Ａ
の
地
点
か
ら
二
四
二
度
〇
三
分
一
八
秒　

一
七
〇
・
七
四
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

せ　

Ａ
の
地
点
か
ら
二
四
一
度
五
七
分
四
六
秒　

一
六
九
・
七
九
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

そ　

Ａ
の
地
点
か
ら
二
四
一
度
四
四
分
〇
八
秒　

一
七
〇
・
〇
二
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

た　

Ａ
の
地
点
か
ら
二
四
〇
度
五
二
分
〇
七
秒　

一
六
二
・
六
四
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ち　

Ａ
の
地
点
か
ら
二
四
〇
度
二
五
分
〇
八
秒　

一
五
八
・
九
七
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

つ　

Ａ
の
地
点
か
ら
二
四
〇
度
一
三
分
二
七
秒　

一
五
七
・
五
六
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

て　

Ａ
の
地
点
か
ら
二
四
〇
度
〇
一
分
五
八
秒　

一
五
六
・
二
一
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

と　

Ａ
の
地
点
か
ら
二
三
九
度
四
九
分
一
〇
秒　

一
五
四
・
八
三
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

な　

Ａ
の
地
点
か
ら
二
三
九
度
二
一
分
二
〇
秒　

一
五
二
・
一
四
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

に　

Ａ
の
地
点
か
ら
二
三
九
度
〇
六
分
四
八
秒　

一
五
〇
・
八
四
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ぬ　

Ａ
の
地
点
か
ら
二
三
八
度
〇
二
分
一
八
秒　

一
四
五
・
六
一
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ね　

Ａ
の
地
点
か
ら
二
三
七
度
四
四
分
一
六
秒　

一
四
四
・
二
九
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

の　

Ａ
の
地
点
か
ら
二
三
七
度
〇
八
分
三
九
秒　

一
四
一
・
七
九
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

は　

Ａ
の
地
点
か
ら
二
三
六
度
二
九
分
三
一
秒　

一
三
九
・
三
一
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ひ　

Ａ
の
地
点
か
ら
二
三
五
度
四
八
分
一
二
秒　

一
三
六
・
八
八
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ふ　

Ａ
の
地
点
か
ら
二
三
五
度
〇
四
分
〇
二
秒　

一
三
四
・
四
九
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

へ　

Ａ
の
地
点
か
ら
二
三
四
度
一
七
分
二
九
秒　

一
三
二
・
一
五
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ほ　

Ａ
の
地
点
か
ら
二
三
三
度
五
三
分
三
二
秒　

一
三
一
・
〇
三
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ま　

Ａ
の
地
点
か
ら
二
三
三
度
二
八
分
一
七
秒　

一
二
九
・
八
八
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

み　

Ａ
の
地
点
か
ら
二
三
三
度
〇
三
分
〇
六
秒　

一
二
八
・
七
八
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

む　

Ａ
の
地
点
か
ら
二
三
二
度
三
五
分
四
〇
秒　

一
二
七
・
六
八
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

め　

Ａ
の
地
点
か
ら
二
三
一
度
三
八
分
四
六
秒　

一
二
五
・
五
九
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

も　

Ａ
の
地
点
か
ら
二
三
〇
度
四
〇
分
二
四
秒　

一
二
三
・
五
四
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

や　

Ａ
の
地
点
か
ら
二
二
九
度
二
八
分
一
九
秒　

一
二
一
・
一
八
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ゆ　

Ａ
の
地
点
か
ら
二
二
九
度
〇
八
分
三
一
秒　

一
二
〇
・
五
七
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

よ　

Ａ
の
地
点
か
ら
二
二
八
度
三
五
分
一
〇
秒　

一
一
九
・
六
一
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ら　

Ａ
の
地
点
か
ら
二
二
八
度
〇
二
分
三
八
秒　

一
一
八
・
七
一
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

り　

Ａ
の
地
点
か
ら
二
二
六
度
五
二
分
四
七
秒　

一
一
六
・
九
八
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

る　

Ａ
の
地
点
か
ら
二
二
五
度
〇
一
分
五
六
秒　

一
一
四
・
五
五
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

れ　

Ａ
の
地
点
か
ら
二
二
二
度
二
九
分
二
七
秒　

一
一
一
・
五
七
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ろ　

Ａ
の
地
点
か
ら
二
二
〇
度
三
六
分
五
四
秒　

一
〇
九
・
二
二
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

わ　

Ａ
の
地
点
か
ら
二
一
九
度
一
七
分
三
六
秒　

一
〇
七
・
六
七
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

を　

Ａ
の
地
点
か
ら
二
一
八
度
三
五
分
五
七
秒　

一
〇
六
・
九
一
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ん　

Ａ
の
地
点
か
ら
二
一
七
度
五
五
分
一
一
秒　

一
〇
六
・
二
三
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ア　

Ａ
の
地
点
か
ら
二
一
七
度
一
一
分
二
六
秒　

一
〇
五
・
五
七
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

イ　

Ａ
の
地
点
か
ら
二
一
六
度
三
二
分
四
六
秒　

一
〇
五
・
〇
四
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ウ　

Ａ
の
地
点
か
ら
二
一
六
度
一
三
分
五
三
秒　

一
〇
六
・
一
九
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

エ　

Ａ
の
地
点
か
ら
二
一
六
度
〇
一
分
一
二
秒　
　

九
二
・
七
七
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

オ　

Ａ
の
地
点
か
ら
二
一
五
度
二
二
分
五
六
秒　
　

九
一
・
九
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

え　

Ａ
の
地
点
か
ら
二
一
四
度
一
八
分
四
七
秒　
　

九
一
・
三
九
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

う　

Ａ
の
地
点
か
ら
二
〇
五
度
五
三
分
一
四
秒　

一
九
二
・
三
三
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ソ　

Ａ
の
地
点
か
ら
一
九
七
度
五
四
分
〇
四
秒　

一
九
〇
・
七
〇
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

コ　

Ａ
の
地
点
か
ら
一
七
〇
度
五
二
分
一
三
秒　

二
一
五
・
〇
五
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　

３　

面　

積

　
　
　

二
七
、
二
九
〇
・
九
四
平
方
メ
ー
ト
ル
（
埋
立
区
域
）

四　

免
許
の
年
月
日
及
び
番
号

　
　

平
成
元
年
十
二
月
二
十
五
日

　
　

宮
城
県
（
漁
港
）
指
令
第
百
十
七
号

五　

公
有
水
面
埋
立
法
第
二
十
二
条
第
三
項
の
市
又
は
町

　
　

松
島
町

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
三
十
号
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公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
有
水
面
埋
立
て
に
つ

い
て
次
の
と
お
り
し
ゅ
ん
功
認
可
し
た
。

　
　

令
和
六
年
八
月
十
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

し
ゅ
ん
功
認
可
年
月
日

　
　

令
和
六
年
八
月
六
日

二　

し
ゅ
ん
功
認
可
を
受
け
た
者
の
名
称

　
　

松
島
町

三　

埋
立
区
域

　

１　

位　

置

　
　
　

第
二
種
磯
崎
漁
港
区
域
内

　
　

�　

宮
城
県
宮
城
郡
松
島
町
磯
崎
字
長
田
八
十
六
番
、
八
十
五
番
、
九
十
番
、
同
字
鷺
島
一
番
、
同
字
磯
崎
百
三
十

番
、
百
五
番
十
六
、
百
三
十
一
番
、
百
三
十
二
番
、
同
字
浜
四
十
九
番
、
高
城
字
浜
四
十
七
番
、
一
番
六
十
七
、

一
番
二
、
一
番
六
十
三
、
一
番
六
十
四
、
三
十
九
番
地
先
公
有
水
面
。

　

２　

区　

域

　
　

�　

次
の
各
地
点
を
順
次
に
直
線
で
結
ん
だ
線
及
び
コ
の
地
点
と
ソ
の
地
点
と
を
直
線
で
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ

た
区
域
。

　
　
　

コ�　

基
点　

宮
城
県
宮
城
郡
松
島
町
磯
崎
字
磯
崎
百
三
十
番
（
北
緯
三
八
度
二
二
分
四
〇
・
〇
〇
〇
三
秒
、
東

経
一
四
一
度
〇
四
分
三
八
・
七
五
六
九
秒
、
以
下
Ａ
地
点
と
い
う
。）
か
ら
一
七
〇
度
五
二
分
一
三
秒
、
二

一
五
・
〇
五
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

サ　

Ａ
の
地
点
か
ら
一
七
〇
度
二
四
分
四
八
秒　

二
二
〇
・
五
六
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

シ　

Ａ
の
地
点
か
ら
一
七
五
度
四
〇
分
二
三
秒　

二
六
七
・
六
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

ス　

Ａ
の
地
点
か
ら
一
九
九
度
三
五
分
五
〇
秒　

二
四
六
・
八
五
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

セ　

Ａ
の
地
点
か
ら
一
九
九
度
五
四
分
一
五
秒　

一
九
六
・
八
六
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

ソ　

Ａ
の
地
点
か
ら
一
九
七
度
五
四
分
〇
四
秒　

一
九
〇
・
七
〇
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　

３　

面　

積

　
　
　

六
、
〇
六
六
・
九
七
平
方
メ
ー
ト
ル
（
埋
立
区
域
）

四　

免
許
の
年
月
日
及
び
番
号

　
　

平
成
元
年
十
二
月
二
十
五
日

　
　

宮
城
県
（
漁
港
）
指
令
第
百
十
八
号

五　

公
有
水
面
埋
立
法
第
二
十
二
条
第
三
項
の
市
又
は
町

　
　

松
島
町

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
三
十
一
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を

解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
六
年
八
月
十
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

１　

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　
　

白
石
市
福
岡
長
袋
字
石
淵
一
五
の
二
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　
　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　
　

水
源
の
涵か

ん

養

　
　

３　

解
除
の
理
由

　
　
　
　

一
般
送
配
電
事
業
用
地
と
す
る
た
め

二　

１　

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　
　

白
石
市
福
岡
長
袋
字
南
部
山
一
の
一
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）、
一
の
二
〇

　
　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　
　

土
砂
の
流
出
の
防
備

　
　

３　

解
除
の
理
由

　
　
　
　

一
般
送
配
電
事
業
用
地
と
す
る
た
め

　

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
宮
城
県
庁
（
水
産
林
政
部
森
林
整
備
課
）
及
び
白
石
市
役
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
三
十
二
号

　

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
承
認
の
出

願
が
あ
っ
た
。

　

な
お
、
同
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
願
書
及
び
関
係
図
書
の
縦
覧
は
、
宮
城
県
土
木
部
港
湾
課
及
び
宮
城
県
石

巻
港
湾
事
務
所
で
行
う
。

　
　

令
和
六
年
八
月
十
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

出
願
年
月
日

　
　

令
和
六
年
七
月
十
九
日

二　

出
願
人
の
名
称

　
　

国
土
交
通
省
東
北
地
方
整
備
局
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三　

埋
立
区
域
及
び
埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

　

１　

埋
立
区
域

　
　

㈠　

位
置

　
　
　

�　

宮
城
県
石
巻
市
潮
見
町
二
四
番
、
二
五
番
、
雲
雀
野
町
二
丁
目
二
〇
番
、
二
一
番
及
び
二
三
番
の
地
先
公
有

水
面

　
　

㈡　

区
域

　
　
　

�　

次
の
各
地
点
の
う
ち
①
の
地
点
か
ら
⑤
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
結
ん
だ
線
、
⑤
の
地
点
と
⑥
の
地
点
を
結
ぶ

公
有
水
面
と
陸
地
と
の
境
界
線
、
⑥
の
地
点
か
ら
⑨
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
①
の
地
点
と
⑨
の

地
点
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

　
　
　
　

①
の
地
点�　

仙
台
塩
釜
港
石
巻
港
区
西
防
波
堤
の
灯
台
（
北
緯
三
八
度
二
四
分
二
六
・
三
八
六
秒
、
東
経
一

四
一
度
一
八
分
四
五
・
五
六
〇
秒
）
か
ら
二
七
一
度
五
三
分
〇
九
秒　

二
、
六
六
二
・
〇
〇
メ
ー

ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

②
の
地
点　

①
の
地
点
か
ら
八
三
度
三
〇
分
〇
六
秒　

二
九
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

③
の
地
点　

②
の
地
点
か
ら
一
七
三
度
三
〇
分
一
二
秒　

二
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

④
の
地
点　

③
の
地
点
か
ら
二
六
三
度
三
〇
分
二
六
秒　

六
・
七
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

⑤
の
地
点　

④
の
地
点
か
ら
三
五
三
度
二
六
分
三
二
秒　

〇
・
七
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

⑥
の
地
点�　

仙
台
塩
釜
港
石
巻
港
区
西
防
波
堤
の
灯
台
（
北
緯
三
八
度
二
四
分
二
六
・
三
八
六
秒
、
東
経
一

四
一
度
一
八
分
四
五
・
五
六
〇
秒
）
か
ら
二
七
二
度
三
一
分
四
一
秒　

二
、
三
八
四
・
四
七
メ
ー

ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

⑦
の
地
点　

⑥
の
地
点
か
ら
二
六
三
度
二
七
分
三
三
秒　

八
・
六
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

⑧
の
地
点　

⑦
の
地
点
か
ら
三
五
三
度
三
〇
分
一
七
秒　

〇
・
八
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

⑨
の
地
点　

⑧
の
地
点
か
ら
二
六
三
度
三
〇
分
〇
七
秒　

二
七
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

㈢　

面
積

　
　
　
　

三
、
八
八
五
・
四
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

　

２　

埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

　
　

㈠　

位
置

　
　
　

�　

宮
城
県
石
巻
市
潮
見
町
二
四
番
、
二
五
番
、
雲
雀
野
町
二
丁
目
一
八
番
、
一
九
番
、
二
〇
番
、
二
一
番
及
び

二
三
番
の
地
内
並
び
に
潮
見
町
二
四
番
、
二
五
番
、
雲
雀
野
町
二
丁
目
一
八
番
、
一
九
番
、
二
〇
番
、
二
一
番
、

二
三
番
の
地
先
公
有
水
面

　
　

㈡　

区
域

　
　
　

�　

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
㋐
の
地
点
と
㋓
の
地
点
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

　
　
　

�　

㋐
の
地
点　

仙
台
塩
釜
港
石
巻
港
区
西
防
波
堤
の
灯
台
（
北
緯
三
八
度
二
四
分
二
六
・
三
八
六
秒
、
東
経
一

四
一
度
一
八
分
四
五
・
五
六
〇
秒
）
か
ら
二
七
五
度
四
〇
分
一
七
秒　

二
、
三
一
五
・
五
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

㋑
の
地
点　

㋐
の
地
点
か
ら
一
七
三
度
三
〇
分
〇
六
秒　

三
七
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

㋒
の
地
点　

㋑
の
地
点
か
ら
二
六
三
度
三
〇
分
〇
七
秒　

五
二
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

㋓
の
地
点　

㋒
の
地
点
か
ら
三
五
三
度
三
〇
分
〇
六
秒　

三
七
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

㈢　

面
積

　
　
　
　

一
九
二
、
三
九
九
・
九
七
平
方
メ
ー
ト
ル

五　

埋
立
地
の
用
途

　
　

ふ
頭
用
地

六　

縦
覧
期
間

　
　

令
和
六
年
八
月
十
三
日
か
ら
令
和
六
年
九
月
二
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
三
十
三
号

　

石
巻
市
か
ら
石
巻
広
域
都
市
計
画
決
定
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
六
年
八
月
十
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類

　
　
　

石
巻
広
域
都
市
計
画
地
区
計
画

　

２　

名
称

　
　
　

西
道
下
地
区
計
画

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
三
十
四
号

　

石
巻
市
か
ら
石
巻
広
域
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の

縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
六
年
八
月
十
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類

　
　

石
巻
広
域
都
市
計
画
用
途
地
域
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二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
三
十
五
号

　

石
巻
市
か
ら
石
巻
広
域
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の

縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
六
年
八
月
十
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類

　
　

石
巻
広
域
都
市
計
画
準
防
火
地
域

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
三
十
六
号

　

石
巻
市
か
ら
石
巻
広
域
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の

縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
六
年
八
月
十
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類

　
　

石
巻
広
域
都
市
計
画
特
別
用
途
地
区

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
三
十
七
号

　

仙
台
東
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
に
つ
い
て
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
六
年
八
月
六
日
認
可
し
た
。

　

な
お
、
こ
の
認
可
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
仙
台

地
方
裁
判
所
に
こ
の
認
可
に
対
す
る
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

令
和
六
年
八
月
十
三
日

�

宮
城
県
仙
台
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

所　

長　
　

佐　
　

藤　
　

静　
　

哉　
　
　

公

告

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

令
和
六
年
八
月
十
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一�　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

　

名
取
市
愛
島
郷
二
丁
目
二
十
八
番
、
二
十
七
番
、
三
十

三
番
、
三
十
五
番
、
三
十
六
番
、
三
十
七
番
、
三
十
八
番
、

三
十
九
番
、
四
十
一
番
の
一
部

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）
　

東
京
都
杉
並
区
阿
佐
谷
南
三
丁
目
三
十
五
番
二
十
一
号

�

株
式
会
社
細
田
工
務
店　
　
　
　

�

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

令
和
六
年
八
月
十
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一�　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

　

東
松
島
市
赤
井
字
寺
七
十
五
番
五

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）
　

宮
城
郡
利
府
町
加
瀬
字
河
原
二
十
番
地　

メ
ゾ
ン
ラ

ポ
ー
ル
二
〇
二

�

鈴
木　

悠　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

宮
城
郡
利
府
町
加
瀬
字
河
原
二
十
番
地　

メ
ゾ
ン
ラ

ポ
ー
ル
二
〇
二

�

鈴
木　

果
子　
　
　
　
　
　
　
　

雑

報

〇
公
立
大
学
法
人
宮
城
大
学
理
事
長
か
ら
、
次
の
と
お
り
公
報
掲
載
の
依
頼
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
六
年
八
月
十
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
三
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
立
大
学
法

人
宮
城
大
学
令
和
五
年
度
財
務
諸
表
を
別
冊
の
と
お
り
公
告
す
る
。
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令
和
六
年
八
月
十
三
日

�

公
立
大
学
法
人
宮
城
大
学　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

理
事
長　
　

佐　
　

野　
　

好　
　

昭　
　
　


